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◇ 規  則 ページ 

○ 北九州市公害防止条例施行規則の一部を改正する規則の一部を改正す

る規則【環境局環境監視部環境監視課】 ３

◇ 上下水道局 

○ 一般競争入札による市有財産の売払い【上下水道局総務経営部広域事

業課】 ４



◇北九州市公害防止条例施行規則の一部を改正する規則の一部を改正する規則 

排水基準を定める省令等の一部を改正する省令の一部改正に伴い、亜鉛含有

量に係る暫定排水基準の適用期間を延長した上で、当該基準を強化することに

しました。 

この規則は、令和３年１２月１１日から施行することにしました。 
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 北九州市公害防止条例施行規則の一部を改正する規則の一部を改正する規則

をここに公布する。 

  令和３年１２月９日 

北九州市長 北 橋 健 治 

北九州市規則第４９号 

北九州市公害防止条例施行規則の一部を改正する規則の一部を改 

正する規則 

 北九州市公害防止条例施行規則の一部を改正する規則（平成２７年北九州市

規則第２４号）の一部を次のように改正する。 

 付則別表のカドミウム及びその化合物（単位 １リットルにつきミリグラム

）の項及び１，４―ジオキサン（単位 １リットルにつきミリグラム）の項を

削り、同表の亜鉛含有量（単位 １リットルにつきミリグラム）の項中「５」

を「４」に、「令和３年１２月１０日」を「令和６年１２月１０日」に改める

。 

付 則

 この規則は、令和３年１２月１１日から施行する。
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北九州市上下水道局公告第１３７号 

 市有財産を一般競争入札により売り払うので、北九州市上下水道局契約規程

（昭和３９年北九州市水道局管理規程第２５号。以下「契約規程」という。）

において準用する北九州市契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号。以下

「契約規則」という。）第４条第１項の規定により、次のとおり公告する。 

  令和３年１２月１３日 

               北九州市上下水道局長 兼 尾 明 利  

１ 売り払う物件 

（１） 所在地 北九州市小倉南区守恒本町二丁目１５番１０２外１筆 

 （２） 地目 雑種地 

 （３） 実測面積 ２３６．２４平方メートル 

 （４） 最低売却価格 ８９１万円 

２ 契約条項を示す場所及び期間 

 （１） 場所 

   北九州市小倉北区大手町１番１号 

   北九州市上下水道局総務経営部広域事業課 

 （２） 期間 

この公告の日（以下「公告日」という。）から令和３年１２月２４日ま

で（日曜日及び土曜日を除く。）の毎日午前８時３０分から正午まで及び

午後１時から午後５時まで 

３ 入札の要領及び参加申請書を交付する場所及び期間 

 （１） 場所 

   北九州市小倉北区大手町１番１号 

   北九州市上下水道局総務経営部広域事業課 

 （２） 期間 

公告日から令和３年１２月２４日まで（日曜日及び土曜日を除く。）の

毎日午前８時３０分から正午まで及び午後１時から午後５時まで 

４ 入札の参加申請書を受け付ける場所及び期間 

 （１） 場所 

   北九州市小倉北区大手町１番１号 

   北九州市上下水道局総務経営部広域事業課 

 （２） 期間 

令和３年１２月１５日から同月２４日まで（日曜日及び土曜日を除く 。

）の毎日午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで 

来庁日時については、あらかじめ北九州市上下水道局総務経営部広域事
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業課に電話で連絡し調整すること。 

５ 入札及び開札の日時及び場所 

 （１） 入札日時 

   令和４年２月１５日（火）午前１０時 

 （２） 開札日時 

   入札締切り後直ちに行う。 

 （３） 入札及び開札の場所 

   北九州市小倉北区大手町１番１号 

   小倉北区役所庁舎西棟地下２階第１入札室 

６ 入札に参加することができる者の資格 

  次に掲げる事項のいずれにも該当しない者であること。 

（１） 北九州市が行う市有地売払いに関し、下記の事実があった後２年を

経過していない者 

ア 入札を取り消されたことがある者 

  イ 落札者として資格を取り消されたことがある者 

  ウ 先着順売払い参加資格確認後、参加を認められなかった者 

  エ 正当な理由がなく契約を締結せず、又は履行しなかった者 

（２） 契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者 

 （３） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 

  ７７号。以下「法」という。）第２条第２号に規定する暴力団（以下「暴 

  力団」という。）のほか、次に掲げる者 

  ア 入札に係る物件を暴力団の事務所その他これに類するものの用に供し

ようとする者 

  イ 法第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又

は暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者 

  ウ 次のいずれかに該当する者 

   （ア） 法人の役員等が暴力団員である者又は暴力団員がその経営に実

質的に関与している者 

   （イ） 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者

に損害を加える目的をもって暴力団を利用している者 

   （ウ） 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与

する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与

している者 

   （エ） 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有してい

る者 
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   （オ） 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用

している者 

  エ アからウまでに掲げる者の依頼を受けて入札に参加しようとする者 

 （４） 契約規程において準用する契約規則第２条に該当する者 

７ 入札保証金 

 （１） ５万円とする。 

 （２） 落札者が契約を締結しないときは、入札保証金は、北九州市上下水 

道局に帰属する。 

８ 入札の無効 

  契約規程において準用する契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入

札は、無効とする。 

９ 入札の中止 

特別の事情がある場合は、入札を中止し、延期し、又は取り消すことがあ

る。この場合において、入札者及び入札に加わろうとする者が損失を受けて

も、北九州市上下水道局は、補償の責めを負わない。 

１０ 先着順売払いについて 

  売払い物件について入札者がないとき、再度入札に付し落札者がないとき

、又は落札者が契約を締結しないときは、先着順により申請を受け付け、資

格審査のうえ、売り払う。 

 （１） 受付及び申請書を交付する場所 

   北九州市小倉北区大手町１番１号 

   北九州市上下水道局総務経営部広域事業課 

 （２） 受付期間 

令和４年３月１日から同月２５日まで（日曜日、土曜日及び国民の祝日

に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日を除く。）の

毎日午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで 

１１ 入札等に係る問合せ先 

  北九州市小倉北区大手町１番１号 

  北九州市上下水道局総務経営部広域事業課 

  電話 ０９３－５８２－３１４１ 

6


